
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ 団体定期保険Ｂグループのご案内（概要）

１．団体定期保険Ｂグループの内容

２．新規加入資格（三井住友海上社の場合）

１．主たる被保険者（ご本人）
総合社員、スペシャリスト社員、アジャスター社員、アソシエイト社員で、満１４歳６か月超、
満５０歳６か月以下の方

２．配偶者
この保険に加入された方（主たる被保険者）の戸籍上の配偶者で満１８歳以上満５０歳６か月
以下の方

３．お子さま
この保険にご加入された方（主たる被保険者）が扶養されているお子さまで、満２歳６か月超、
満２２歳６か月以下の方

４．月払保険料（主たる被保険者）

概算保険料率 ４７０円（保険金額１００万円あたり）
（確定保険料は加入申込締切後に総保険金額・被保険者の年齢構成にもとづき、改めて算出し
適用します。）

５．配当還元率（実績）

配当金額は加入者数、支払保険金額の多寡、加入者の年齢によって異なります。
したがって保険期間中の支払保険金額が多い場合は、配当金はゼロになることもあります。

この資料は、商品の概要を説明しています。

ご検討に際しては必ず、「パンフレット（２０２５年度 団体定期保険Ｂグループのご案内）」・
「団体定期保険 契約概要・注意喚起情報」をご覧ください。

１年に１度のチャンスです。ぜひご加入・増額をご検討ください！加入勧奨補助資料

３．募集期間（三井住友海上社（含む出向者）の場合）

２０２５年１月６日（月）～１７日（金）
※ＭＳ１画面（ｅ人事）での手続きとなります。

【引受保険会社と引受割合】（２０２５年１月１日現在）
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 57.8％（事務幹事会社）
住友生命保険相互会社 21.3％ 大樹生命保険株式会社 14.6%

日本生命保険相互会社 6.3％

2024-D-0701 （2024.12.1～2026.3.31）

・保険期間1年（毎年４月１日～３月３１日）の団体専用の定期保険です。
保険期間は１年ですが、一度加入すれば、健康状態に変更が生じても、加入保険金額
であれば、以後自動更新のうえ継続加入することができます。
また健康状態に問題がなければ、毎年、保険金額の見直し（増額）が可能です。

・年齢・性別にかかわらず一律の保険料率が適用されます。
保険料率は毎年見直します。

・スケールメリットを活かした保険料率、配当率のため、配当還元率を
考慮した実質負担保険料は、お手頃な水準となります。
配当金の金額・還元率は、毎年変動します。

・告知のみで、１００万円～６，０００万円の保険金額コースの中から

保障額を選択することが可能です。
生保個人保険・損保商品等との保険金額の通算はありません。

・ご家族（配偶者・お子さま）の加入も可能です。
ただし、社員ご本人の加入が必要です。

・退職後も継続加入することが可能です。
一定の要件を充たしている場合、退職時の加入保険金額以下かつ1,500万円以下で
継続可能です。

被保険者
配当還元率（配当金÷支払保険料）

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

本人・
配偶者

～29歳 84.37% 92.05% 92.30% 91.83% 91.83%

30～39歳 75.93% 87.33% 88.18% 91.21% 91.13%

40～49歳 50.62% 66.09% 74.07% 77.13% 85.61%

50歳～ 33.74% 47.21% 52.91% 55.08% 68.35%

こども 84.37% 92.05% 92.30% 91.83% 91.83%

保険金額 概算保険料 保険金額 概算保険料

6,000万円（60口） 28,200円 2,000万円（20口） 9,400円

5,000万円（50口） 23,500円 1,000万円（10口） 4,700円

3,000万円（30口） 14,100円 300万円（3口） 1,410円

１年ごとに収支決算を行い、剰余金が生じた場合には配当金をお支払いします。


